
平 成 １９ 年 ６ 月 記 者 懇 談 会 

 

日時 平成１９年６月２８日（木） 

                                午前１０時３０分 

                             場所  政策会議室 

１ 市長あいさつ 

 

２ 市政記者クラブからの質問事項                 （幹事社 東愛知） 

  今回はありません 

 

３ 市政の動き                              （市長） 

  市政報告・懇談会の開催について 

 

４ 市からの発表事項 

（１）新城市庁内会議設置規程について                  （総務課） 

 

（２）市ホームページへの市長日程、市長交際費の掲載について       （秘書室） 

 

（３）新庁舎検討報告書の公表について                  （企画課） 

 

（４）湯谷温泉新泉源の温泉分析結果について               （観光課） 

 

（５）市指定可燃ごみ袋の販売価格の自由化について            （環境課） 

 

（６）市内で発生した災害記録写真等の提供について          （防災対策課） 

 

（７）「出前・健康講座」の開催について              （市民病院総務課） 

 

５ 市からの資料提供 

（１）高校生海外派遣研修の実施について                 （企画課） 

 

（２）しんしろ！まちづくりワークショップ開催について          （企画課） 

 

（３）市民病院常勤医師の異動について               （市民病院総務課） 

 

６ 行事予定表 

 

 



市政報告口懇談会日程及び会場一覧表

* 時間は、いずれの会場も午後7時30分から9時までです。
,   十  1

新
城
地
区

9月 25日 (り《)年後7時 30分 ～午後9時 鳥原児童館 集会室

9月26日 (水) 富岡公民館(ふるさと会館)集 会室

9月 27日 (木) 大野田公民館

9月 28日 (金) 〃 設楽原歴史資料館 研修室

10月2日 (以() 東新町公民館

10月 4ロ (木) 新城市民体育館第1,2会議室

10月 5日 (金) 平井公民館

10月 9日 (火) 西部公民館(ちさと館)多目的室

10月 10日 (水) ″ 一鍬回公民館

鳳
来
地
区

10月 15日 (月) 〃 海老構造改善センター

10月 16日 (火) 〃 鳳来開発センター 大会議室

10月 17日 (7K) 〃 鳳来東小学校 体育館

10月 18日 (木) ″ 山吉田小学校 体育館

10月22日 (月) ″ 鳳来西小学校 体育館

10月23日 (り() ″ 鳳来中央集会所

10月 24日 (7k) ″ 玖老勢コミュニティプラザ

作
手
地
区

10月 25日 (木) ″ 作手開発センター

10月 26日 (:営) ″ 農村集落多目的共同利用施設

10月 29日 (月) 〃 農村環境改善センター



報道機関発表資料

(新城市)

提出日 19  年   6  月   23  日

担当課・室・グループ名 総務部 総務課

担当者職ち氏名 課長 小田光夫

連絡先(電話)

連絡先(FAX)

連絡先(Eメール)

0536         23-7611

0536         23-7296

郎o u s d O c i t v  s H n s 附的 a にh J ど

新城市庁内会議設置規程について

内容 新城市庁内会議の位置づけを明確にするため、「新城市庁内会議設置規程」
《訓令》及び「新城市庁内会議運営要綱」《要綱》を制定し、平成19年7月1日施
行する。



新城市訓令第 14号

本     庁

出 先 機 関

新城市庁内会議設置規程を次のように定める。

平成 19年 6月 14日

新城市長 穂  積  亮  次

新城市庁内会議設置規程

(設置)

第 1条  市 政の道正かつ効率的な運営を行い、住民の福祉増進を図るため、行財政運

営の基本方針及び重要施策等を審議 ・策定するとともに、行政部門間の総合調整を

行う新城市庁内会議 (以下 「庁内会議」という。)を 設置すると

(会議の種類)

第 2条  庁 内会議の種類は、次のとおりとする。

位)市 政経営会議

12)部 長会議

(9 部 局連携調整会議

14)部 内会議

0 課 内会議

(市政経営会議)

第 3条  市 政経営会議は、行財政運営の基本方針及び重要施策に関する市の意思決定

のための協議を行う。

2 市 政経営会議は、次条に規定する部長会議を通 じて執行機関全体の事務を調整 し、

指揮 監 督する。

3 市 政経営会議は、市長の主字のもとに副市長、教育長、総務部長、企画部長及び

消防長をもって構成する。

4 市 長は、必要があると認めるときは、事案関連部門の部長職職員その他必要な職

員を出席させることができる。

5 市 政経営会議は、毎月 2回 開催を例とする。

6 市 政経営会議に付議する事項は、次に掲げるとおりとする。

し)市 の基本構想、基本計画及び実施計画に関する事項



0 予 算編成方針に関する事項

(9 市 の組織、人事、財政その他行政機能に重大な影響を与える事項

14)市 議会に提出する議案に関する事項

(9 各 部門相互間において意見を具にするものの調整に関する事項

俗)そ の他市長が必要と認める事項

(部長会議)

第 4条  部 長会議は、事務 ・事業の執行を管理するとともに、連絡を密にして行財政

運営上の重要な情報の共有及び意見交換を行う。

2 部 長会議は、市長の主宰のもとに副市長及び教育長並びに部長職戦員をもって構

成 し、総務部長が議事の進行に当たる。

3 市 長が他の公務等により主字できないときは、副市長が主宰する。ただ し、その

内容は後 日、速やかに市長に報告 しなければならない。

4 市 長又は副市長は、必要があると認めるときは、副部長戦職員及び説明者として

課長職戦員等を出席させることができる。

5 部 長会議は、毎月 2回 開催を例とする。ただし、市長が必要と認めるときは、こ

れを変更 し、若 しくは中止 し、又は臨時に開催することができる。

6 部 長会議に付議する事項は、次に掲げるとおりとする。

は)前 条第 6項 に規定する付議事項において、会議の構成員等により市長が部長会

議に諮ることが適当であると認める事項

121 各部長職職員において、部長会議の議題 として適切と判断する事項

(31 市議会の一般質問に関する事項

14)そ の他情報の変換及び伝達に関する事項

(部局連携調整会議)

第 5条  部 局連携調整会議は、別表により構成する部及び課において事務 。事業の連

携調整及び調査研究並びに情報及び意見の交換を行う。

2 部 局連携調整会議は、別表の単位 ごとに属する部長職、副部長職及び課長戦の職

員をもって構成 し、単位ごとに定める部長職職員が主宰するとともに、議事の進行

に当たる。

3 部 局連携調整会議を主宰する職員 (以下 「主学職員」という。)は 、必要があると

認めるときは、単位を越えて議題に関係する職員 (以下 「関係職員Jと いう。)を 出



府させることができる。この場合においては、関係職員の直属の上司の計可を得な

ければならない。

4 部 局連携調整会議は 年 月 1回開14を例とする。ただし 主 宰職員が必要と認め

るときは こ れを変更し 若 しくは中止し、又は臨時に開催することができる。

5 部 局連携調整会議に付設する事項は、主宰職員が事務 事 業の進捗状況等を考慮

し、決定する。

6 市 政経営会議又は部長会議に付議する事案は、あらかじめ部局連携調整会議又は

次条に規定する部内会議において検討し、調整を行うものとする。ただし 急 を要

する場合は、この限りでない。

(部内会議及び課内会議)

第6条  部 内_4議災び課内会議は、各部又は謀の単位ごとに実施し FFA策課題の共通

理解、事務 事 業の連携尊情報の共有及び意見交換を行う。

2 部 内会議及び課内会議は、所属する部長職職員、副部長職戦員又は課長職曜員が

主宰し 必 要の都度、開催する。

(庁内会議の運営尊)

第7条  こ の規程に定めるもののほか 庁 内会議の運営に関し必要な事項ほ 市 長が

別に定める。

町 則

この規程は、平成 19年 7月 1日から施行する。



別表 (第5条 関係う

単位 部 課

総務企画 総務部 総務課 〈市民安全対策室を合む。)、人事課、財政

課、契約管財課

企画部 企画課 (秘書室を合む。)、じょうほう課

鳳来結合支所 地域振興課

作手総合支所 地域振興課 (村誌編さん室を合む。)

会計課

市民 市民部 市民課 保 険医療課 税 務課

鳳来結合支所 市民福祉課

作手総合支所 i民 福祉課

福祉健康 福祉驚震部 福祉課、介護高跡課、児童課、健康課 養 護老人

ホーム

凧来総合支所 市民福祉課

作手総合支所 市民福祉課

経済 経済部 農業振興謀 森 本政策課、商工課、観光課

凧来総合支所 経済建設課

作手総合支所 地域整備課

生活環境 生活環境部 環境課 生 活術生課

鷺設 建設部 土木課、高規格道路課 用 地謀、都市計画課

凧来総合支所 経済建設謀

作予総合支所 地域整備課

水道事業 水道事業部 水道課、下水道課

凧来総合支所 水道事業譲

作手総合支所 地域整備課

市民病院 医療部、診療支援部、を宅医療部、入院医療部、外来医療部、医療

安全管理室、経営管理部 作 手疹寮所に属する課等

消防 消防本部 消防総務課 防 及対策課、消防署、鳳来分署、設

楽分署、東栄分署



鳳来総合支所 地域振興課

作手総合支所 地域振興課

教育 教育部 庶務課、学校教育課、生産学習謀、文イヒ採、スポ

ーツ課

議会 議会事務局 践事調査課

監査 監査委員事務局



新城市庁内会議運営軍組

(題旨)

第 1条  こ の要紹は、新城市庁内会議設置規程 (平成 19年 新成市ユ“合第 14号 。以

下「規程」という。)第 7条 の規定に基づき 新 残市庁内会議 く以下 「庁内会議Jと い

う。)の 運営に関し 必 要な事項を定めるものとする。

(事務職員の指名)

第2条  市 長は、市攻経営会議及び部長会議を円滑に運営するため、資料の準備 会

議祭の作成 会 議結果の伝達等の事務を行う者を総務部及び企画部の職員のうちか

ら指名する。

2 前 項の市長が指名する残員は、総務部においては総務課長、企画部においては企

画課及び企画課秘密菫の職員のうちからを 1名 〈以下 「企画課職員Jと いう。)と す

る。

3 前 項により事務を行う職員は3人 とし、このうち総務課長を長とし 企 画課残員

は総務課長を補とするものとする。

(市政経営会議の運営事務)

第3条  部 長職職員は 市 政経営会議 (以下この条において 「会議Jと いう。)に 付議

すべき事実があるときは、付議事案害 く別記様式)及 び関係資料各 10部 を遅くと

も会議開催の5日 前までに、総務課長に提出しなければならない。ただし 提 出期

限以後であっても 息 を要する場合は、この限りでない。

2 総 務課長は、前項の付議事案書及び関係資料の提出を受けたときは 企 画課職員

とともに会議資料を作成し、構成員に遺やかに配布しなければならない。

3 総 務課長及び企画課職員は、必要に応して会議に出席し、出席した場合において

は、構成員の求めに応 じ調査尊を行うとともに、会議の経過、結果等の記録を行う。

4 会 議の経過、結果等の記録は、会議録として要旨をまとめたものを作成し、市長

の了解を得た後、通やかに構成員及び部長職職員に用知する。

5 会 議録は 総 務課長が保管するものとする。

(部長会議の運営事務)

第4条  部 長職職員は、部長会議に付議すべき事実があるときは 付 議事案書及び関

係資料各21部 を部長会議開催の5日 前までに、総務課長に提出しなければならな



い。ただし、提出期限以後であっても 急 を要する場合は こ の限りでない。

2 総 務課長及び企画課職員は 会 議に出席し 構 成員の求めに応じ調査車を行うと

ともに 会 議の経過、結果等の記録を行う。

3 前 条第2項 、第4項 及び第5項 の規定は 部 長会議について準用する。この場合

において 同 条第4項 の 「構成員及び部長職職員Jと あるのは 「構成員」と読み替

えるものとする。

(部長職畷員の黄務)

第5条  付 議事実を提出した部長職職員は 市 政経営会議又は部長会議の結果に従う

とともに 所 属職員にその結果を伝達し、周知徹底を図らなければならない。

2 前 項に規定する以外の部長職願員は、部内会議において会議の結果を伝達し、月

知徹底を図らなければならない。

(部局連携調整会議の運営事務)

第6条  部 局連携調整会議は 規 程第5条第2項 に規定する主宰職員が、運営事務に

当たる戦員を指定するものとする。

2 そ の他部局連携調整会議を開催するに当たり必要な事項は、主宰職員が決定し、

関係職員に指示をする。

(部内会議及び課内会議の運営事務)

第 7条  部 内会議又は課内会議を開催するに当たり必要な事項は 所 属する部長既磯

員 副 部長職職員又は課長職職員が決定し 関 係職員に指示をする。

(決定事項の実施)

第8条  庁 内会議において決定した事項については、関係する職員が自己の資こと権

限の範囲において 合 理的かつ効果的に実施に移すものとする。

(推則)

第9条  こ の要細に定めのない事項については 市 長又は主学職員が関係職員と協議

し 決 定する。

附 則

この要細は 平 成 19年 7月 1日から施行する。



別記様式(第3条 関係)

付 議 事 案 書

※ 市 政経営会議 部 長会議

提 出 日 年   月    日

担当部名

喜  案  名

事案概要 経 緯

市政経営会議又

は部長会議で検

討 調 整が必要

な内容

関係する主な部

課名

そ  の   他

所管操 担 当者

(内  練 ) ( )

備考 O※ の箇所は 該 当する会議をOで 囲んでください。

②必要に応じて、参考資料を添付してください。



掲載jB所

掲載内容

内容

提出日 10 年   3  月   23  日

担当課 室 グループ名 企画部 企画課 穂各望

担当者職 氏名 室長  |    =目 保夫

連絡先(電話〉

連絡先(FAX〉

連絡先(Eメール)

OS36      23-7618

0536         23-7296

中

翻 題 譜難路帥
新城市役所ホームページの「市長の部屋Jに掲載します。

市長日程
市長の公務予定と公務記録を掲載します。

公議通景ほ:翌醤督舎毛置紹盟&鼻え
週末(概ね金曜日)こ摘れします。

鼈諾議倍奔長想像増品続簡毒椅Ⅲ鞭 響学予
すp

交厳費
交麟費の執行状況は 一ヶ月分をまとめて、翌月10日本でに掲載しま
す。
掲載項目は、月日、曜日、支出理由、支曲先(団体名又は役職名)金 額
とします。

葵名早培だ号子そほ韓酢縫:略鞠
ません。理由は インターネットが不
罪等に利用されることを防止するた
に基づくPl示賄求については、条例に添って従来どおり開示します。

岳盛消器♂営熟88習埼革寮潔L掲載します。

件名      市 ホームページヘの市長日程、資艦喪の掲載について

掲Ⅲ開発



(新城市)

件名 「新庁舎検討報告をJの公衷について

提出日 19 年   6   月   28  8

担当漂 室 グループを 企画部企画課

担当者駿 氏名 藤震 夏目 接

連お先(電話)

連密党(FAX)

建描先(Eメール)

0536         23-7620

0536         23-7206

崎kakuOc tv shinshi約 JこFD

内容

市庁舎は、昭和31年建築の本庁舎をはじめ第二庁各、市民体育館など庁書を利用している多くの
建物が連案後30～50年を姿担し、艦絞本体のを打化や耐震性確保の点で問題があるだけでなく、
庁書の分断や建物間の段整 駐率将不足奪から利用者にはわかりこくく、利用しづらい施設となつ
ている。
‐方、多様化する行取サーtrスとこれらに伴う事務機韓等の増加により、事務スペースが年々狭
小となつており 事務組網 捜おを最大限機能させる執務空間を十分には確保できていない。
このため市では 合併後のまちづくりの拠点となる本き新たな庁書の整備の強甘をはじめている。
平成18年度においては 市職員でltl機する「新庁舎建絞に関する調査 研究チームJにより、市役
所庁書に求められる役割や機能を整理したうえて 瓶絞規模、概算事業費等について基礎的な綱
査 研究を行つた。この報告書内容を公表し 市役所庁書の現状 問題点及び整備に要する費用零
を明らかにすることで 市民の庁告整常に対する議論の契機としたい。

(添付資料)
「新庁告検肘報告書(平成19年3月)J 別 添のとおり

◆公表方法及び閲覧鴫研
市ホームページに報告書幅戯
本庁企画凛 総合支所地捜授興課の各態日での開覧



報道機関発表資料

提出日 19 年 6 月 28 日

担当課・室・グループ名

担当者職・氏名

連絡先（電話）

連絡先（ＦＡＸ）

連絡先（Ｅメール）

件名

内容

源　泉　名：湯谷温泉7号泉

泉　  　 温：３５．９℃

湧　出　量：４８０ℓ/min

Ｐ　Ｈ　値 ：７．４

泉　　　質：ナトリウム・カルシウム－塩化物温泉（低張性中性温泉）

今後の予定

①　動力装置(水中ポンプ）許可申請

②　県環境審議会温泉部会の審議、答申

③　県知事の許可

④　水中ポンプ設置工事等施工

⑤　温泉利用許可申請

⑥　新泉源の配湯開始

（新城市）

湯谷温泉新泉源の温泉分析結果について

０５３６

０５３６

３２－１９８５

３２－２１１１

観光課

観光課長 川合藤夫

　湯谷温泉新泉源の掘削作業が終了し、温泉汲み上げ試験（揚湯試験）を実施
し、その結果（愛知県衛生研究所による鉱泉分析試験による分析結果）は以下の
とおりです。

hri-kankou@city.shinshiro.lg.jp

浴用の適応症：神経痛、筋肉痛、うちみ、くじき、慢性消化器病、
　　　　　　　　　　慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病など



湯谷温泉の各泉編についての温泉分析t〈抜料

5号泉

(深度 :bolゆ
昭和 17年 7月 14日

泉 質 ナトリムカルシ,ムjEl化物温泉

泉 温 234℃

泌出量 500p.nin

成分総計 1 153glk宮

pH 7 4

旧6号泉

(深度 1,oooゆ

昭和 17年 7月 14日

(平成 16年 動 力装置廃止届出)

泉 質 (や」定) (温泉に該当しない。)

泉 温 244℃

湧出景 240財【■in

成分総計 05932ョ kg

pH 7 4

7号泉 (新泉源〉

(深度 1,200ml
平成 19年 6月 5日

泉 質 ナ刊ウム "ルカム塩化物温泉

東 温 359℃

況出曇 43り /min

成分総Fll 3 094gkg

PII 7 4



(新械市)

提出8 〕9 年   6  月   23  日

担当課 室 グループ名 環境課

担当者穣 氏名 課長 清水熙治

連絡先(■蕊)

運お先(FAX)

連絡先(Eメール)

0536         23-7629

0536      23-8388

件名 新城市指定可燃ごみ裳の販売価格自由化について

内容   本 市の指定可燃ごみ袋は 平成6年度から市の依頼に基づ吉新城ごみ裳販売事業協

同組合が製造 販売を行なつてきました。

販売については、組合が小売店を介し統
一価格としておりました。

今回、公正取引委員会から 商品として流通する以上「価格を統
一して販売することは

好ましいことではないJとの指専があり これを受けて市は組含と協議し次のようこ見直し

実施することといたしました。

記

1市 指定可燃ごみ袋の販売価格は 各取扱店が価格を自由に設定する。
2組 合は 見直してついて各取扱店に通知する。
3 自 由価格の実施は、平成19年7月1日からとする。
4そ の他
20年度からよ市鵜原理により組合以外の製造 販売業者を募集するとともに ごみ

室を新たな仕様に改めたい。


